
４月

東中ルール＆マナー説明・確認

12月

学校評価アンケートにて

生徒・保護者から意見を求める

１月:結果をもとに

職員と生徒会役員が意見交換

２月・3月

学校運営協議会PTA役員会で

意見聴取・協議

３月

職員会で改定案について協議

校⾧決裁により改訂・周知

改訂の手続き

※軽微な改訂については、生徒会からの意見を聴取した後、校⾧決裁のみで可能とする。


